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第 47回全国健康保険協会山形支部評議会議事録 

 

Ⅰ．開催日時：平成 30年 7月 17日（火）午前 10時～午前 12時 

Ⅱ．開催場所：山形国際ホテル 

Ⅲ．出席者 ：安藤枝美子 評議員、遠藤順子 評議員、遠藤靖彦 評議員、柏木実 評議員

國方敬司 評議員、齋藤佳彦 評議員、半田稔 評議員（五十音順） 

Ⅳ．議題   

１．平成 29年度全国健康保険協会決算報告 

（１）平成 29年度決算について 

（２）平成 29年度山形支部の収支について 

（３）平成 29年度山形支部独自事業にかかる予算の執行状況について 

２．平成 29年度山形支部事業実施結果報告 

３．第二期データヘルス計画の概要について 

４．その他 

 

Ⅴ．議事概要 

各議題につき、事務局より資料に基づき説明。主な意見等は以下の通り。 

 

1． 平成 29年度全国健康保険協会決算報告 

（１）平成 29年度決算について 

（２）平成 29年度山形支部の収支について 

（３）平成 29年度山形支部独自事業にかかる予算の執行状況について 

企画総務部長より説明。 

【柏木評議員】 

 山形支部では平成 28年度と比較して医療給付費が多く支出されたとのことだが、協会け

んぽ全体と同様に、平成 28年度においては診療報酬のマイナス改定によって医療費の伸び

が抑制されたため、その影響を受けて平成 29年度の支出は平成 28年度と比較して増加し

たということであり、平成 29年度の医療費が急に増加したという訳ではないという理解で

よろしいか。 

【事務局（企画総務部長）】 

 山形支部でも協会けんぽ全体と同様に平成 28年度における診療報酬のマイナス改定の影

響によって一時的に医療費の伸びが抑制されたが、医療費は平成 28年度と平成 29年度ど

ちらにおいても全国、山形共に右肩上がりで伸びている。そのため、平成 28年度と比較す

ると平成 29年度は支出が増加しているが、平成 29年度において医療費が急に増加したと
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いうわけではない。 

【遠藤順子評議員】 

 平成 29年度決算見込みにおいて、国庫補助等の収入が昨年度と比較し減少しているのは、

後期高齢者支援金等の加入者割相当額が制度改正によって減少したためと示されているが、

一方で、後期高齢者支援金への支出は増加しているのはなぜか。 

【事務局（企画総務部長）】 

 国庫補助等の収入は、保険給付費の増加に伴い、790億円の増額要因があったが、一方で

後期高齢者支援金の計算方法について制度改正が行われ、加入者の人数で算出される加入

者割から加入者全体の報酬額で算出される総報酬割となった。総報酬割への移行について

は、これまで経過措置が行われてきたが、平成 29年度からは全面総報酬割で後期高齢者支

援金の額が算出されることなった。 

そのため、加入者全体の報酬額が高い保険者は支払う後期高齢者支援金の額が増加する

ということとなったが、協会けんぽについては加入者全体の報酬額が低いため、全面総報

酬割の導入によって協会けんぽが支払う後期高齢者支援金については減少している。一方

で、後期高齢者支援金に係る国庫補助は、全面総報酬割の導入により、国庫補助の対象で

なくなったため 1,230億円減額となった。 

その他に、準備金残高が法定額を超えて積み上がる場合、その超過分の国庫補助相当額

が減額される減額特例措置で 116億円の減額となり、結果として国庫補助等については 554

億円の減額となった。 

 後期高齢者支援金への支出が増額していることについては、算出方法が全面総報酬割と

なり減少要素はあるものの、高齢者医療費の伸びに加えて、近年、拠出金の伸びを抑制し

ていた拠出金等の概算納付分の戻りの影響が少なかったことによるものである。 

 

２．平成 29年度山形支部事業実施結果報告 

企画総務部長、業務部長より説明。 

【遠藤順子評議員】 

 特定保健指導については、健診機関との連携強化を図っており、特定保健指導利用者が

増加しているので、今後も更に健診機関との連携強化を図っていただきたい。 

 特に健診当日型特定保健指導は、後日特定保健指導を利用するための時間を設ける必要

がなく、時間を効率的に活用でき、非常に効果的であると思う。健診当日型特定保健指導

も健診機関と連携強化を図り、実施可能な健診機関を増やしていただきたい。 
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【遠藤靖彦評議員】 

 山形県内各地域別ジェネリック医薬品の処方割合は、若干ではあるが差があり、そのよ

うな状況が続いていることが資料から読み取れる。特に最上地域や庄内地域ではジェネリ

ック医薬品の処方割合が高く、村山地域や置賜地域では低い傾向にあるが、どのような要

因のためか。 

【事務局（企画総務部長）】 

 山形県内各地域別ジェネリック医薬品の処方割合は、村山地域や置賜地域で低い傾向に

あり、これらの地域にジェネリック医薬品の処方割合が比較的低い大規模病院が存在して

いることや、調剤薬局におけるジェネリック医薬品への切り替えが進んでいないことが影

響を及ぼしている。これらの病院や薬局にジェネリック医薬品の使用ついて、理解、協力

を得なければならないと考えている。 

【柏木評議員】 

 ジェネリック医薬品の使用促進について、フリーペーパーを活用し、こども医療費の現

状やジェネリック医薬品に関する記事を掲載したとのことだが、こども医療費は市町村か

らの補助によって自己負担が無料となる中で、親が子供の処方薬にジェネリック医薬品を

選択するかと言われたら、安全面などの理解が浸透していない部分もあり、選択をされな

い方も多いかと思う。そのため、広報以外にも、関係医療機関にこども医療費の現状理解、

親へのジェネリック医薬品の使用促進を行っていただくよう連携強化を図る必要がある。 

【事務局（企画総務部長）】 

 ジェネリック医薬品の使用促進にフリーペーパーを活用した理由としては、現在の育児

世代の方々に手にとって読んでもらえるようにフリーペーパーを活用することとした。フ

リーペーパーの広報は反響も大きく、行政機関の方も目を通していただいた様で、効果的

な広報方法を行っているとのお言葉をいただいた。 

 今後も、ジェネリック医薬品の使用割合が低い年代に対し、どのような媒体で広報を行

うことが効果的かを検討し、使用促進を図っていく。 

 また、行政機関や関係団体へもジェネリック医薬品の使用について意見発信を行ってい

きたいと考えている。 

【柏木評議員】 

 現在、関係医療機関にこども医療費の現状やジェネリック医薬品の使用促進に関する働

きかけは行っているのか。 
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【事務局（企画総務部長）】 

 平成 29年度は詳細に分析を行い、県内医療機関・調剤薬局に向けて、個々の医療機関・

調剤薬局のジェネリック医薬品の使用状況等を記載した通知を送付して使用促進を図った。 

 その結果、どの医療機関・調剤薬局での使用割合が低いかが分かったため、平成 30年度

は、使用割合の低い医療機関・調剤薬局に向けて働きかけを行う予定である。 

 また、こども医療費の現状に関する医療機関への働きかけについても検討していきたい。 

【遠藤靖彦評議員】 

 ジェネリック医薬品の使用促進について、加入者や医療機関に向けた様々な広報・活動

を行い努力されているが、いまだに使用割合の低い医療機関も存在している。 

 今年度からインセンティブ制度が導入され、ジェネリック医薬品の使用割合も評価指標

として設定されているので、健康保険料率の軽減のためにも、県と連携を強化してジェネ

リック医薬品の使用促進を行っていただきたい。 

【事務局（企画総務部長）】 

 今月に山形県のジェネリック医薬品安心使用促進協議会が開催されるため、山形支部で

の分析結果を提示し、県においてもジェネリック医薬品使用について積極的に働きかけて

いただくよう提案していきたい。 

【國方評議員】 

 重症化予防事業については、傷病が重症化してしまうと日常生活にも多大な影響を及ぼ

し、医療費も嵩んでしまうため、重要な事業であると考えている。そのような中で、様々

な対策を行い、努力されているとは思うが、糖尿病性腎症患者の重症化予防事業では、保

健指導の実施がわずか 1名であったため、更に力を入れて取り組んでいく必要がある。 

【事務局（企画総務部長）】 

 平成 30年度からは、山形県でも糖尿病性腎症患者の重症化予防対策として重症化予防プ

ログラムを立ち上げ、試験的に置賜地域で開始するようである。 

協会けんぽでは、県の重症化予防プログラムに倣い重症化予防対策を実施していくが、

このプログラムでは医療機関の主治医より患者を紹介していただき保健指導を実施するの

で、糖尿病性腎症患者を抱える主治医との連携協力が非常に重要となる。そのため、県を

通して医師会等の関係団体との連携強化を図っていきたい。 

【半田評議員】 

 こども医療費を無料化している市町村があるが、その場合は自己負担額分を市町村が補

助をしている仕組みなのか。 
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【事務局（企画総務部長）】 

 こども医療費を無料化している市町村は、医療機関で支払う 2割、3割の自己負担部分を

公費で補助している。 

【半田評議員】 

 市町村からこども医療費の補助を受ける場合、ジェネリック医薬品を選択しなくてはな

らないといったような規則はあるのか。 

【事務局（企画総務部長）】 

 現在、市町村からこども医療費の補助を受ける場合、ジェネリック医薬品を選択しなく

てはならないといったような規則は決められていない。 

 一方で、生活保護法の改正により、生活保護受給者が医療扶助受ける場合、原則ジェネ

リック医薬品を使用しなければならないことが定められた。 

 こども医療費におけるジェネリック医薬品の使用促進については、市町村とも連携し、

周知・広報を図っていきたいと考えている。 

【安藤評議員】 

 レセプト部門において、効果的なレセプト点検業務とはどういった内容を点検する業務

なのか。 

【事務局（業務部長）】 

 レセプト点検業務とは、医療機関を受診した際の診療内容などを記載した診療報酬明細

書を点検する業務である。診療報酬明細書に基づき、医療機関から請求された医療費を支

払うこととなるが、協会けんぽ加入者については社会保険診療報酬支払基金を経由して医

療機関から診療報酬明細書が送付され、支払基金で一次点検、協会けんぽで二次点検を行

い、医療機関に医療費を支払う流れとなっている。点検業務では、規則から逸脱した請求

がないか点検を行い、規則から外れている診療報酬明細書については支払基金に設置され

ている審査会に申し立てを行い、診療報酬明細書の記載内容の適正化を行っている。 

現在、山形支部では一月あたり約 40万枚の診療報酬明細書が送付されてくるが、診療報

酬明細書は電子化されており、診療内容等がコード化されているので、そのコードから効

率的かつ効果的に点検を行うことで、医療費の適正化に努めている。 

【齋藤評議員】 

 レセプト点検業務では、一人あたりの効果額で目標を設定しているが、点検にあたり効

果額の大きい診療報酬明細書を確実に点検することと、診療報酬明細書を一つでも多く点

検していくことのどちらが医療費の適正化には効果的なのか。 
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【事務局（業務部長）】 

 レセプト点検業務では、調剤分や入院分など様々な診療報酬明細書を点検することとな

り、調剤分については件数は多いが効果額は低く、一方、入院分は件数が少なく一件あた

りの効果額は大きいが、内容を充分に点検しないと誤りを発見できないのが現状である。 

そのような中で、入院分についても調剤分の点検のように機械的な点検を取り入れるこ

とでより効果的に点検を行い、効果額を高めるように努めている。 

 

３．第二期データヘルス計画の概要について 

保健グループ長より説明。 

【遠藤靖彦評議員】 

 第二期データヘルス計画では、建設業従事者の循環器系疾患の発症予防と重症化予防を

目標として様々な対策を実施するとのことだが、建設業従事者は建設現場との兼ね合いも

あり、健診を受診するにも事業所との日程調整が必要になってくると思われる。そのため、

建設業従事者本人のみに対策を行うのではなく、事業所とも連携をして対策を行うことが

効果的であるので、実施にあたってはそのような点も踏まえつつ検討していただきたい。 

【事務局（保健グループ長）】 

 対策を行うにあたり、個人情報の兼ね合いで建設業従事者本人が事業所に情報提供を行

ってもよいという同意があれば、事業所との連携が可能なので、まずは建設業従事者本人

に働きかけて、その上で事業所とも連携して対策を実施していきたいと考えている。 

 

４．その他 

平成 30年度山形支部におけるＫＰＩについて、企画総務グループ長より説明。 

特になし。 

 

 

 

以上、評議会の議事の経過並びに結果が正確であることを証するために、議事録を作成し、

議長並びに議事録署名人はこれに押印捺印する。 
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平成 30年  月  日 

 

 

議長           國方 敬司 ㊞ 

議事録署名人 安藤 枝美子 ㊞ 

議事録署名人 齋藤 佳彦 ㊞ 

 


